
第
十
一
巻
　
　
懸
　
纂
　
　
蔚
に
麗
見
さ
れ
カ
カ
ト
リ
ジ
〃
敬
の
宗
論
關
係
の
こ
犯
料

第
諮
號
　
　
　
一
〇
二
　
（
四
四
二
）

ζ

雑

纂

凝
に
欝
見
さ
れ
れ
カ
》
ジ
ッ

宗
弧
藤
關
係
の
二
史
料

ク
数
の

　
昨
冬
清
々
善
後
委
員
會
が
康
罵
函
南
奮
槽
の
中
か
射
槍

出
し
た
蕉
翁
（
皇
）
禁
約
ε
康
煕
論
旨
こ
の
二
通
は
、
そ
の

原
形
の
儘
に
覆
刻
さ
れ
た
が
、
そ
の
各
｝
蓮
が
在
北
京
の

陳
垣
玩
よ
）
吾
が
輩
の
手
許
に
惑
賂
さ
れ
た
か
ら
、
左
に

轄
載
し
て
遇
わ
が
學
界
に
紹
介
す
る
。
符
丁
禁
約
も
康
煕

論
旨
も
所
謂
ヵ
ト
ジ
ッ
ク
藪
の
宗
論
（
1
1
因
ぎ
㏄
0
9
旨
。
く
q

超
H
ρ
器
銀
9
三
〇
ω
凌
酔
8
）
關
係
の
奥
料
ご
し
て
可
な
り
珍

重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
ヵ
ト
ジ
ッ
ク
激
の
宗
論
は
支
那
傳
溢
頭
上
尤
も
注
意
す

丈
學
博
士
　
桑
　
原

騰
　
藏

べ
き
事
件
の
一
で
、
前
後
百
年
以
上
も
縫
要
し
た
。
そ
の

由
來
や
事
實
は
、
事
々
し
く
記
載
す
る
を
要
せ
ぬ
が
、
史

料
紹
介
の
順
序
こ
し
て
豆
蒔
に
叙
述
す
る
ε
、
支
那
に
ジ

ェ
ス
イ
ッ
ト
派
の
墓
礎
を
据
え
た
有
名
な
利
罵
賢
竃
9
窪
ρ
虫
く

短
8
同
は
深
く
支
那
の
國
惜
を
研
究
し
て
、
支
那
の
如
き

古
い
文
化
を
有
す
る
國
で
は
、
そ
の
國
櫨
…
ご
一
致
す
る
や

う
に
布
…
焦
す
る
こ
ご
が
成
功
の
秘
訣
ビ
考
へ
、
支
那
人
に

封
し
て
は
支
那
的
耶
蘇
澱
を
説
く
必
要
を
認
め
た
。
彼
は

こ
の
理
歯
に
よ
っ
て
、
耶
蘇
澱
の
Ω
o
瓢
を
天
主
ε
も
繕



し
た
が
、
同
時
に
支
那
の
経
書
に
あ
る
天
又
は
上
帝
こ
い

ふ
語
も
、
Ω
。
似
を
代
表
し
得
る
も
の
ご
認
め
、
又
支
那
人

が
孔
子
を
拝
し
、
租
先
を
祭
る
は
全
く
凝
愈
的
政
治
的
趣

旨
に
本
つ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
排
斥
す
る
を
要
せ
す
ご

認
め
だ
。

　
所
が
利
弊
費
の
後
を
承
け
て
ジ
ェ
ス
イ
ジ
ト
涙
の
頭
旗

ご
な
っ
た
龍
華
民
ド
9
茜
○
び
鍵
島
は
、
こ
の
勲
で
頗
る
見

解
を
異
に
し
た
。
彼
は
儒
激
は
届
般
に
物
質
的
で
無
三
脚

傾
向
を
有
す
る
か
ら
、
そ
の
謂
ふ
所
の
天
又
は
上
帝
は
、

決
し
て
耶
蘇
澱
の
Ω
。
α
ざ
同
一
澄
す
べ
き
で
な
い
。
耶

蘇
激
の
O
o
仙
を
代
表
す
る
に
、
儒
駿
の
天
叉
は
上
帝
の

語
を
使
用
す
る
の
は
、
諜
解
を
生
じ
易
く
し
て
有
害
で
あ

る
◎
叉
支
那
入
が
孔
子
及
び
幅
出
を
祭
る
は
一
の
迷
信
で

あ
る
か
ら
、
之
は
排
斥
せ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
耶
蘇
毅
は

支
那
で
も
翼
の
耶
蘇
駿
こ
し
て
質
倉
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
生
隠
し
た
。
こ
の
利
濡
・
實
ご
龍
華
属
ご
の
布
激
方
法
に

間
す
る
見
解
の
相
違
が
、
所
謂
宗
論
の
幽
賊
難
で
、
そ
の

　
　
　
第
＋
一
碧
　
　
維
纂

騎
に
嚢
兄
さ
れ
強
力
｝
リ
ン
ク
敷
の
宗
論
閣
係
の
二
七
心

後
久
し
く
在
支
質
駿
師
問
の
問
題
こ
な
っ
た
。
さ
れ
ご
ジ

ェ
ス
イ
ッ
ト
派
の
宣
厳
師
の
大
多
数
は
一
望
費
の
見
解
を

執
り
、
こ
の
方
針
の
下
に
布
敷
を
縫
凝
し
た
か
ら
、
ジ
ェ

ス
イ
ッ
ト
派
の
み
勢
力
を
有
し
た
間
は
、
格
測
の
紛
擾
を

見
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
カ
｝
リ
ン
ク
激
に
薦
す
る
ド
ミ

ニ
ソ
ク
派
そ
の
他
の
宣
巌
師
が
支
那
に
布
画
す
る
者
多
き

を
加
ふ
る
に
及
ん
で
、
叢
に
激
烈
な
宗
論
を
惹
き
超
し

た
。

　
｝
六
四
五
年
（
順
治
こ
年
）
に
ド
ミ
ニ
ッ
ク
涙
の
嵐
霞
巴
・
N

の
串
璃
に
よ
う
、
羅
馬
巌
皇
H
琵
0
8
馨
十
世
は
、
孔
子
を

弄
し
租
先
を
祭
る
支
那
の
儀
式
を
排
斥
し
、
ジ
ェ
ス
イ
ジ

ト
涙
の
布
置
方
法
を
否
認
す
る
敏
令
（
U
ひ
窪
8
を
獲
し
た

之
に
甥
し
て
ジ
ェ
ス
イ
ソ
ト
涙
の
宣
駿
師
ら
は
事
件
の
眞

柑
を
説
明
す
べ
く
、
有
名
な
ぞ
［
母
昏
二
≦
鴛
昏
誌
衛
國
匡
を

羅
馬
に
涙
遣
し
た
。
時
の
羅
馬
藪
皇
》
δ
塁
巳
卑
七
世

は
衛
國
匡
の
説
明
を
聴
き
エ
ハ
五
六
年
（
順
治
一
三
年
）
に

此
等
の
儀
式
を
容
認
す
る
澱
倉
を
如
し
た
Q
か
く
て
羅
馬

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
叫
〇
三
　
（
四
四
三
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
羅
纂

激
皇
騰
の
不
統
一
は
愈
々
こ
の
宗
論
を
激
烈
に
し
た
。
殊

に
】
六
九
三
年
（
康
煕
三
二
年
）
に
當
曲
尽
支
那
宣
澱
師
を

監
督
す
・
べ
｝
d
位
皿
鳳
（
＜
搾
ρ
ゴ
，
O
曽
℃
O
湊
O
麟
ρ
訂
O
α
鐸
男
○
戸
丁
回
酉
…
9
じ

に
在
っ
て
、
熟
心
に
儀
式
…
排
斥
を
唱
へ
た
寓
ρ
凶
σ
q
δ
κ
一

康
煕
諭
旨
に
閾
當
ざ
あ
る
の
は
こ
の
入
を
指
す
か
ご
想
像

さ
れ
る
が
、
杉
戸
σ
q
δ
瞥
を
…
閤
當
ご
属
し
た
所
以
は
審
で
な

い
一
が
特
使
を
欧
湖
に
や
り
、
羅
馬
駿
皇
廉
へ
に
問
題
の

最
後
の
解
決
を
求
め
て
か
ら
、
旧
暦
宗
論
が
喧
し
く
な
っ

て
來
た
Q
そ
こ
で
欝
時
の
羅
馬
駿
皇
H
言
0
8
纂
十
二
擾

は
こ
の
宗
論
に
最
後
の
裁
決
を
下
す
べ
く
、
　
エ
ハ
九
九
年

（
康
煕
三
入
年
）
に
調
査
會
を
設
澱
し
た
。

　
こ
の
報
知
に
縷
し
た
在
北
京
の
重
な
る
ジ
ェ
ス
イ
ジ
ト

派
の
宣
敏
師
蓬
は
連
名
で
、
康
煕
帝
に
宛
て
、
、
支
那
に

於
け
る
孔
子
を
舞
し
天
及
び
禰
先
を
祭
る
儀
式
の
趣
旨
に

産
す
る
伺
ひ
の
上
書
を
し
た
。
こ
の
上
書
に
労
し
て
康
煕

帝
か
ら
．

　
（
一
）
孔
子
を
笄
す
る
の
は
、
入
の
師
範
こ
し
て
奪
敬
す

新
に
憂
兄
さ
れ
糞
カ
ト
リ
ン
〃
教
の
宗
論
閥
係
の
賢
吏
料

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
競
　
　
、
〇
四
　
（
四
凶
四
）

　
　
る
の
で
．
求
顧
の
意
を
含
ま
ぬ
。

　
（
二
）
槻
先
を
祭
る
の
は
孝
道
が
目
的
で
、
声
門
が
目
的

　
　
で
な
い
。

　
（
三
）
天
ヌ
は
上
帝
ご
は
萬
物
の
根
源
三
面
を
指
し
、
祭

　
　
天
の
禮
も
こ
の
主
宰
を
祭
る
も
の
で
あ
る
。

と
解
繹
す
る
が
允
當
で
あ
る
ε
い
ふ
明
答
を
得
て
、
墾
考

材
料
ご
し
て
之
を
羅
馬
の
調
査
會
に
逡
附
し
た
。
此
等
の

儀
式
の
意
味
が
、
宣
駿
学
問
の
問
題
こ
な
っ
て
居
る
か
ら

ジ
ェ
ス
イ
ソ
ト
涙
が
こ
の
黙
に
就
い
て
支
那
の
國
家
を
代

表
す
る
最
高
丁
霊
審
に
悪
感
を
求
め
た
の
で
、
寧
ろ
適
當

な
手
段
ε
認
め
ら
れ
る
が
、
他
の
宗
涙
の
面
々
は
、
耶
蘇

駿
鯛
係
の
宗
駿
問
題
に
、
異
宗
敷
の
潜
圭
を
し
て
容
豫
せ

し
め
た
も
の
こ
し
て
驚
ジ
ェ
ス
イ
ソ
ト
涙
を
攻
撃
し
、
さ

て
は
調
査
會
の
戚
惜
を
も
悪
化
せ
し
め
た
。
調
査
愈
は
一

七
〇
四
年
（
康
煕
四
三
年
）
十
「
月
に
儀
式
禁
止
を
決
議
し

激
皇
Ω
臼
ご
。
暮
十
｝
世
の
承
認
を
経
た
。
Ω
Φ
旨
。
暮
敢
皇

は
七
箇
條
よ
り
成
る
澱
倉
で
、
支
那
の
信
者
に
O
o
α
は

tt狽



必
ず
天
主
ε
癒
す
べ
く
、
天
叉
は
上
帝
ε
賞
す
る
を
禁
じ

叉
孔
子
を
拝
し
瀧
先
を
祭
る
儀
式
を
禁
止
す
る
の
み
で
な

く
．
か
、
る
儀
式
を
行
ふ
場
所
に
立
ち
寄
る
こ
ご
す
ら
禁

止
し
た
。
こ
の
澱
令
は
當
時
支
那
に
涙
遣
中
の
激
皇
の
血

涙
使
箇
の
手
を
経
て
公
布
さ
れ
る
こ
ご
に
な
っ
た
。

　
是
よ
り
先
き
手
話
激
日
9
桑
5
⇔
は
Ω
。
量
。
纂
駿
皇
の
特

使
ε
し
て
極
東
t
角
ひ
、
一
七
〇
五
年
（
康
煕
四
十
四
年
）

に
支
那
に
到
着
し
．
そ
の
年
の
多
か
ら
璽
年
の
夏
に
か
け

て
、
再
三
康
煕
帝
に
謁
見
を
許
さ
れ
た
が
．
舞
々
祭
租
等

の
儀
式
に
關
す
る
養
方
の
意
見
の
相
違
が
囑
瞭
ご
な
る
ご

康
煕
帝
は
彼
に
退
京
を
命
じ
た
。
か
く
て
円
○
藝
δ
診
は
一

七
〇
六
年
の
新
八
月
に
北
京
を
点
し
て
鰭
國
の
途
に
就
い

た
。
彼
は
北
京
滞
在
中
に
Ω
。
ヨ
①
暮
澱
皇
の
儀
式
禁
止
の

殺
分
を
接
手
し
た
け
れ
ご
、
態
ご
之
が
雑
品
を
見
合
せ
、

北
京
退
去
後
、
一
七
〇
七
年
の
新
一
月
に
南
京
で
、
総
主

激
の
尊
書
冨
喪
亡
導
①
導
の
形
式
を
以
て
儀
式
禁
止
を
公
覧

恕
し
た
。
こ
の
行
書
は
康
羅
帝
の
蓮
鱗
に
食
れ
、
帝
は
葡

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雑
纂

新
に
獲
見
さ
れ
糞
力
格
リ
ソ
〃
敢
の
宗
論
關
係
の
二
更
料

萄
牙
官
憲
に
命
じ
て
目
自
導
§
を
湊
門
に
禁
鋼
せ
し
め
．

間
も
な
く
彼
は
一
七
一
〇
年
に
漢
筆
立
鋼
中
に
病
死
し

た
Q

　
羅
馬
澱
皇
Ω
。
8
。
暮
十
一
世
は
愈
禁
止
澱
倉
を
固
執
し

一
七
一
〇
年
に
↓
○
葺
6
嵩
の
公
布
し
た
諸
書
の
正
當
な

る
こ
と
を
承
認
し
、
更
に
一
七
一
五
年
（
康
煕
五
四
年
）
に

目
拷
藍
島
Φ
ε
幕
せ
ら
る
、
敢
皇
類
書
（
切
甦
。
）
を
獲
布
し

て
、
、
一
七
〇
四
年
の
禁
止
敷
倉
に
忠
順
を
誓
ふ
者
で
な
け

ね
ば
支
那
に
布
激
す
る
こ
ご
を
許
可
せ
ぬ
こ
ε
に
し
た
。

　
さ
れ
ご
一
方
康
難
帝
の
態
度
も
愈
強
硬
で
、
先
づ
支
那

の
秤
孔
祭
瀾
等
の
儀
式
を
循
奉
ず
る
者
に
限
り
、
内
務
府

よ
り
票
信
を
交
付
し
て
景
雲
に
從
益
す
る
こ
ご
を
許
す
も

然
ら
ざ
る
宣
誓
師
は
一
律
に
退
去
を
鹸
篤
し
、
後
ち
更
に

一
般
朗
に
耶
蘇
駿
を
禁
趣
し
た
か
ら
、
Ω
o
ヨ
。
暮
雪
皇
は

更
に
第
二
圃
の
特
涙
使
飾
ビ
し
て
総
主
激
自
o
N
鎚
σ
鴛
9

を
支
那
に
振
遣
し
て
、
康
煕
帝
に
そ
の
緩
和
を
懇
講
せ
し

む
る
こ
ご
に
し
た
。
　
累
自
尊
σ
窪
σ
9
1
支
那
の
記
鎌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
〇
五
　
（
四
四
五
）



　
　
　
第
十
一
雀
　
　
雑
纂

撃
墜
ざ
あ
る
の
は
、
彼
の
毅
名
Ω
ρ
註
。
。
。
（
9
δ
ご
・
。
）
の
膏

雨
と
想
は
れ
る
一
は
一
七
二
〇
年
（
康
煕
五
九
年
）
の
末

に
北
京
に
副
着
し
て
、
康
煕
帝
に
舞
謁
を
許
さ
れ
た
。
今

回
登
見
の
二
吏
料
は
、
何
れ
も
こ
の
當
時
に
關
孫
あ
る
文

書
で
あ
る
。

　
序
な
が
ら
竃
Φ
N
N
昌
影
響
の
使
命
の
結
果
を
馨
述
す
る

ご
、
彼
は
北
京
に
入
っ
て
、
康
熈
帝
の
決
意
ご
支
那
臨
界

の
素
躍
ご
を
知
る
ご
、
激
皇
の
禁
止
駿
倉
を
幾
分
緩
和
す

る
必
要
を
認
め
、
彼
が
欧
洲
に
齢
航
の
問
際
に
、
　
一
七
二

一
年
（
康
煕
六
〇
年
）
の
新
十
一
月
に
、
漢
門
で
聰
主
敷
の

壁
書
の
形
式
で
所
謂
入
個
條
惚
惚
案
を
登
製
し
て
、
或
る

単
身
の
下
に
、
舞
孔
山
導
等
の
儀
式
を
容
認
し
た
。
こ
の

駿
書
は
勿
論
問
題
を
惹
き
逸
し
淀
。
「
七
四
二
年
七
月
に

羅
馬
駿
単
二
9
怨
9
十
四
世
は
国
員
ρ
ぎ
。
。
げ
び
q
魯
二
ご
繕

せ
ら
る
、
澱
皇
敷
書
を
褒
黒
し
、
銀
o
N
舜
ぴ
霧
夢
の
藪
書
を

否
認
し
て
、
Ω
。
ヨ
。
其
澱
皇
の
禁
止
澱
倉
の
皆
野
的
活
力

を
決
定
し
た
。
か
¢
て
宗
論
も
遽
に
絡
結
し
た
◎

薪
に
嚢
見
さ
れ
ぬ
カ
ト
リ
ジ
〃
教
の
宗
論
關
係
の
二
吏
料

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
隅
○
山
ハ
　
（
困
四
山
ハ
）

　
さ
て
今
回
褒
見
の
二
史
料
の
一
た
る
駿
雄
蕊
約
は
、
上

述
の
団
Z
霞
ρ
島
δ
ご
辮
せ
ら
る
、
細
紋
敷
書
の
〔
幾
分
抄

略
し
た
〕
漢
鐸
で
、
多
分
竃
。
N
N
筈
鍵
裂
が
膚
身
携
帯
し
た

救
書
を
、
北
京
で
漢
課
し
た
も
の
ざ
想
像
さ
れ
る
。
書
後

の
康
黙
帝
の
御
批
の
内
容
が
、
西
籍
に
傳
へ
ら
る
、
寓
o
N
－

鑓
ぴ
錠
∬
奉
呈
丈
書
に
甥
す
右
康
煕
帝
の
御
軍
の
内
容
ご

「
致
す
る
黙
が
．
こ
の
推
測
の
根
鍛
を
與
へ
る
。
康
煕
諭

旨
は
康
煕
五
十
九
年
十
一
月
十
入
日
の
日
豊
で
、
竃
。
N
碁
7

碧
審
が
北
京
に
到
着
し
た
十
一
月
二
十
七
日
に
先
つ
こ
ε

九
日
に
躍
る
。
陳
垣
氏
の
推
測
せ
る
如
く
、
羅
馬
澱
皇
使

籔
の
到
着
以
前
に
、
康
煕
帝
が
在
北
京
の
宣
電
熱
一
主

ご
し
て
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
派
f
を
召
見
し
て
、
豫
め
儀
式

問
題
に
寄
し
て
該
使
節
ご
の
鷹
謝
に
つ
き
注
意
を
與
へ
た

も
の
で
あ
る
。
諭
旨
の
原
文
に
藁
筆
で
親
し
く
補
正
棚
除

を
加
へ
ら
れ
た
i
印
刷
の
都
合
で
、
原
文
に
防
除
を
加

へ
た
箇
虚
に
は
口
〕
を
施
し
、
補
正
の
漫
筆
は
右
側
に
細

宇
添
志
し
た
一
の
を
掘
て
も
、
康
黙
帝
が
こ
の
問
題
に



ざ

相
當
意
を
注
が
れ
て
居
つ
だ
こ
ご
が
わ
か
る
。

　
絡
に
護
者
の
墾
考
の
爲
に
、
こ
の
こ
交
書
中
に
記
載
さ

れ
た
西
洋
人
の
漢
課
名
に
洋
原
名
を
甥
照
し
て
置
く
。
但

勿
峯
の
際
ご
て
、
悦
天
爵
、
安
泰
、
徐
茂
盛
の
洋
名
を
槍

財
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
。
識
者
の
垂
示
に
よ
っ
て
補
足
し

π
い
9
C
田
心
ふ
（
↓
ハ
同
μ
四
日
）

（
一
）
格
勒
門
得

（
二
）
阿
勒
桑
多

（
三
）
般
諾
深
欝

（
四
）
多
　
　
羅

（
五
）
嘉
　
　
樂

（
六
）
蘇
　
　
森

（
七
）
自
　
　
晋

（
入
）
巴
無
明

（
九
）
穆
敬
遠

（
十
）
戴
進
賢

（
±
）
…
餓
嘉
樂

　
　
　
第
十
一
釜

∩
δ
一
昌
2
旨
×

〉
一
①
碁
昌
昌
窪
く
肩

H
鑓
δ
0
2
旨
×
H
目

円
9
鴬
．
b
o
嵩

露
O
N
N
9
ぴ
9
睦
び
P

ω
［
歪
6
N

団
。
償
く
9

団
P
↓
瞥
2
忌
θ

鼠
○
琴
帥
。

囚
α
三
興

OQ一

X
＜
ぱ
N
o
障

（
＋
ご
）
姿
大
成

（
ま
）
侃
天
爵

（
茜
）
実
演
賢

（
霊
）
雷
孝
思

（
実
）
鵜
粟
正

（＋

ｵ）

n
國
賢

（
実
）
費
　
　
懸

（＋

縺j

?
懐
?

（
き
）
安
　
　
泰

（
芝
）
徐
茂
盛

（
蓋
）
張
安
多

（
芝
）
般
弘
緒

　
　
（
一
）
漱

灘
　
纂
　
　
蔚
に
褒
見
さ
れ
鼠
舞
｝
リ
ソ
〃
数
の
宗
論
關
係
の
二
史
料

∩
ρ
a
O
ω
o

↓
錠
嘗
・
o

家
σ
q
囲
の

寓
鉱
一
㌶

空
冨

団
臨
α
O
日
賦

∩
o
ω
3

竃
9
q
巴
甥
器
も
。

　
ひ

日
》
Φ
自
嘗
O
O
O
隠
O
の

王
　
禁
　
翻

藪
王
第
十
鳳
格
勒
門
得
傳
爲
永
蓮
世
世
悉
知
之
事
。
膚
從

我
作
厳
王
第
一
日
以
至
今
。
我
料
理
諸
事
錐
多
。
至
於
衆

西
洋
入
在
中
國
互
相
禦
論
。
此
尊
高
第
｝
件
要
工
事
。
在

中
國
衆
西
洋
入
因
蕎
見
中
國
有
畑
個
宇
還
有
壁
件
禮
。
也

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
〇
七
　
（
霞
四
七
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
纂

有
漢
此
有
異
端
之
事
。
也
有
繋
土
堤
異
端
笑
事
Q
因
二
選

論
寄
信
輿
我
彼
此
癬
告
。
要
我
宮
巳
決
断
。
我
所
定
奪
叫

他
椚
衆
西
洋
入
一
心
一
意
G
此
一
件
事
從
先
前
在
位
激
王

第
十
二
般
諾
深
欝
料
理
趨
首
。
因
他
亡
管
守
事
到
我
践
前
。

我
等
爾
邊
勧
告
言
詞
細
細
詳
審
後
。
予
天
主
早
生
…
千
七

百
四
年
十
一
月
二
十
日
倶
過
怠
奪
。
開
寓
子
後
。

一
西
洋
地
方
総
呼
天
地
母
物
之
主
。
用
心
斯
二
字
。
既
二

　
字
在
中
心
用
不
成
丈
の
勝
以
在
中
心
置
西
洋
人
並
入
玉

　
主
澱
之
入
。
方
用
天
主
二
宇
。
巳
経
田
久
。
從
今
以
後

　
総
懸
撃
茎
天
宇
。
亦
不
船
用
上
帝
掌
眼
。
只
聡
呼
天
地

　
縫
物
之
主
。
如
敬
天
二
字
之
扁
。
若
齢
懸
掛
帥
不
必
懸

　
掛
。
若
巳
曾
甲
掛
在
天
主
堂
内
。
鶴
取
下
來
不
弓
懸
掛
。

「
春
秋
二
季
祭
孔
子
並
祭
報
宗
之
大
禮
。
凡
入
敦
之
入
歯

　
無
作
主
祭
助
祭
吉
事
。
口
入
緊
密
人
藤
江
許
在
此
庭
靖

　
立
。
因
爲
・
陀
輿
異
端
相
岡
。

一
凡
入
天
主
激
之
官
員
或
進
士
華
人
鉱
員
等
。
於
毎
月
初

　
一
口
十
五
日
。
不
潮
入
孔
子
廟
行
瀬
。
或
有
新
上
任
之

新
に
嚢
見
さ
れ
六
二
塾
サ
ツ
〃
敷
の
宗
論
關
係
の
二
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
、
○
入
，
（
四
四
入
）

　
里
並
新
得
進
士
新
得
畢
人
生
員
者
。
亦
倶
不
導
入
孔
子

　
廟
行
禮
。

蝸
凡
入
天
主
澱
時
人
。
不
許
入
祠
堂
行
一
切
之
禮
。

一
墨
入
天
主
漱
之
入
。
或
在
家
狸
或
在
職
上
。
或
逢
弔
喪

　
之
事
。
倶
不
許
行
禮
Q
端
本
駿
豆
別
駿
之
入
若
相
會
時
。

　
亦
不
漁
燈
賭
禮
。
因
爲
還
是
異
端
十
手
。
轟
入
天
主
激

　
之
人
。
或
説
我
事
不
蟹
行
異
端
之
事
。
我
不
…
過
要
報
本

　
的
意
思
。
我
不
求
福
亦
不
求
免
鍋
。
中
有
如
此
説
話
者

　
亦
不
可
。

一
着
遇
別
電
之
入
行
此
丈
之
爵
。
入
天
主
激
職
入
。
若
要

　
講
究
恐
生
是
非
。
只
好
滋
藤
邊
心
立
耳
蝉
得
。

一
凡
入
天
空
場
之
入
。
不
許
依
中
國
規
矩
留
牌
位
在
家
。

　
因
有
盤
位
紳
主
等
字
眼
。
又
指
磁
位
上
邊
説
有
盤
魂
。

要
立
牌
位
只
許
寓
亡
人
名
宇
。
再
磁
位
作
法
若
無
異
端

，
之
事
。
如
此
溜
在
家
裡
可
也
。
但
牌
位
労
邊
癒
寓
天
主

　
駿
孝
敬
父
糠
之
滋
理
Q

以
上
我
錐
如
此
定
奪
。
中
墨
徐
外
還
有
別
様
之
禮
毫
無
異

態



端
。
或
與
異
端
亦
毫
不
相
似
者
。
如
齊
難
治
國
之
道
倶
可

濫
行
。
今
有
可
行
衛
不
可
行
之
禮
。
倶
由
澱
王
難
使
臣
定

奪
。
爆
撃
王
之
便
欝
欝
在
中
國
。
有
主
事
之
入
同
期
殺
夢

人
。
郎
可
定
量
。
有
與
天
主
激
不
相
反
蒋
許
行
。
相
反
者

倶
淡
麗
不
行
。

天
主
叢
生
…
千
七
百
十
年
九
月
こ
ナ
五
熾
以
上
禁
止
條
約

之
禮
屡
次
査
明
之
後
傍
定
嚢
。
照
此
禁
止
條
約
遵
行
。
再

器
差
使
臣
多
羅
Q
於
天
主
降
生
一
千
七
百
七
年
正
月
二
十

五
日
在
中
國
亦
如
蕗
定
籍
。
照
此
禁
止
條
約
車
行
。
我
所
禁

止
之
黒
黒
此
思
議
。
我
駿
王
自
今
以
後
贅
論
依
僧
大
人
小

人
之
言
語
σ
我
倶
不
聴
信
。
於
天
主
降
生
一
千
七
百
十
年

九
月
二
十
五
日
撃
茎
定
嚢
主
意
諸
事
倶
回
顧
畢
。
還
有
人

不
肯
順
從
。
我
聞
得
在
中
國
西
洋
入
。
也
有
説
我
膚
巳
把

我
登
的
票
禁
止
不
行
。
也
有
油
平
票
不
明
。
也
有
説
此
票

之
解
説
囎
濯
論
本
血
中
國
O
・
也
有
説
一
如
天
圭
降
ル
生
一
千
山
ハ
百
五

・
†
山
ハ
年
ご
｝
日
バ
ニ
十
ご
一
部
在
位
激
｝
土
第
レ
㌔
亜
勒
桑
多
准
行
此

禁
止
條
約
之
畳
語
語
◎
二
王
文
言
二
心
襲
職
不
悦
。
因
既

　
　
　
第
十
｝
巻
　
　
雑
纂

薪
に
嚢
見
さ
れ
乳
カ
ト
リ
ツ
〃
教
の
宗
論
關
係
の
二
史
料

糞
詰
天
主
書
生
｝
千
七
百
一
十
五
年
三
月
十
九
日
。
叉
寓

此
禁
止
條
約
幣
去
電
命
。
巌
銭
轡
中
世
之
衆
西
洋
人
悉
知

即
尊
志
行
。
如
或
蔚
然
。
我
依
天
主
澱
欝
欝
庭
之
◎
自
今

以
後
凡
西
洋
入
在
中
國
傳
激
。
或
再
有
往
中
國
去
傳
殺
者
。

必
然
於
未
傳
敷
之
先
。
在
天
主
峯
前
獲
誓
謹
竪
襟
禁
止
條

約
之
禮
。
随
筆
郎
將
登
誓
之
音
信
。
寄
三
農
砺
府
中
。

　
〔
康
熈
甲
羅
〕

　
　
覧
此
告
示
。
土
器
説
得
西
洋
入
等
小
人
。
如
何
言
得

　
　
中
細
之
大
理
。
況
西
洋
入
等
Q
無
｛
入
管
漢
書
者
◎

　
　
断
言
議
論
。
命
人
可
笑
者
多
。
今
見
來
臣
告
示
。
覧

　
　
是
和
罷
業
士
。
異
端
小
激
相
同
。
此
苦
言
霊
芝
過
如

　
　
此
。
以
後
不
必
西
洋
人
在
中
國
行
敷
G
禁
止
可
也
。

　
　
免
得
多
事
。

　
　
（
二
）
諭
西
洋
人

　
　
康
熈
五
十
九
年
十
「
雪
颪
入
臼

蓋
召
西
洋
入
蘇
森
、
自
晋
、
巴
多
明
．
穆
敬
遽
、
．
戴
進
賢

　
　
喜
憂
樂
、
憂
大
成
、
挽
天
爵
．
湯
術
賢
、
雷
孝
思
、

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
〇
九
　
（
四
四
九
）
¢



箪
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
新
に
嚢
見
さ
れ
れ
カ
ト
サ
ン
ク
毅
の
宗
論
關
係
の
こ
更
料
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
隅
一
〇
（
四
五
〇
）

鵜
桑
正
、
馬
國
賢
、
費
懸
、
羅
懐
忠
、
安
泰
、
徐
蔑

盛
、
張
安
多
、
般
弘
緒
Q
至

乾
清
宮
西
暖
簾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
陣
　
　
・
一

上
面
諭
爾
西
詳
入
。
商
利
誘
餐
蘇
陽
中
音
。
雁
購
旺
二
百
蝕
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
無
非
修
堕
．

　
　
　
負
鐸

　
並
無
難
剛
。
軍
安
無
事
。
床
苑
申
國
法
度
。
爾
醇
百
里

　
　
　
　
　
　
　
騰
Q
鵬
　
　
　
‘
i
i

　
洋
航
海
。
九
萬
塁
股
速
＝
情
願
敷
力
亜
置
捨
獲
之
ム
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
毛
不
分
内
外

　
因
診
陣
痛
入
傭
垂
濟
櫨
尊
志
中
厩
匿
天
何
所
不
肇
使

　
　
　
　
　
其
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
致
意
。

　
爾
等
各
獄
懸
長
串
入
禁
庭
。
曲
賜
優
容
赤
寓
中
外
｝
家

　
　
　
　
一
　
　
堺
之

　
之
意
至
於
爾
等
行
止
。
輿
申
國
毫
無
損
盆
Q
郎
爾
等
去

　
　
　
ー
ー
　
　
　
一
　
幽

　
留
亦
匿
無
慮
渉
。
陰
嗣
颪
多
羅
書
痴
。
誤
聴
管
下
閣
當
。
不

　
　
　
　
　
　
議
論
著
」
冷
人
　
　
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簾
堕

　
通
交
理
。
妄
誕
乏
言
假
二
如
閣
當
若
深
通
中
質
陵
旨
灘
。
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
爲
可
恕
。
翼
翼
但
不
知
交
理
。
艶
陣
匪
不
識
丁
。
如
何

　
鰹
隔
　
　
　
　
三
三
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

　
厩
際
随
中
國
理
義
即
如
艶
薬
業
物
。
不
可
敬
天
。
厩
」
喫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰹

　
俸
心
算
麹
讐
如
上
表
構
瞬
一
叢

　
　
　
　
階
下
豊
哩

皇
帝
陛
下
丈
如
過

御
座
無
慮
露
胎
艇
敬
。
聰
是
敬
震
之
3
5
。
随
塵
皆
然
。

若
以
陛
下
爲
階
下
座
位
。
爲
工
匠
所
造
。
二
三
可
乎
。

中
國
敬
天
亦
是
此
意
。
若
依
関
當
愚
論
必
當
呼
天
主
之

名
。
方
髄
虫
敬
。
甚
悸
昼
中
國
敬
天
之
意
。
櫨
爾
衆
西

　
　
　
　
三

洋
入
修
滋
。
鷹
素
意
原
審
海
難
魂
Q
露
依
天
主
。
所
以
苦

持
絡
身
。
隊
騰
爆
爲
雌
蕊
睡
蓮
之
事
。
騒
圃
無
醤
、
奥
聾
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼠
陣
臆

國
膨
隆
主
。
乃
是
人
子
思
念
父
樋
厭
贋
庭
讐
如
幼
雛
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匿
叔

類
。
賢
母
若
鰻
。
亦
必
呼
丁
数
墜
思
其
厩
μ
也
。
況
人
嬬
萬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
形
於
外
三

物
悪
露
。
膚
然
笛
音
於
算
師
爾
羅
馬
滋
之
人
。
総
父
母

　
　
　
陣
　
　
陣
　
　
　
　
　
㎞
レ
　
　
　
　
腺

有
識
。
亦
直
隠
哀
働
。
『
蓋
置
之
不
問
。
匿
不
如
物
類
ヌ
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
乎
　
　
黎
人

足
與
較
量
中
國
。
敬
孔
子
蓋
因
孔
壬
以
五
常
百
行
之
大

遊
。
君
臣
父
子
之
大
倫
。
垂
歯
軸
世
。
使
入
贋
罐
鳳
親
上

死
長
之
大
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麿

履
円
縦
隔
取
止
畑
董
聖
先
師
之
所
課
・
奪
藪
也
。
爾
西
洋
亦

有
聖
入
。
因
盆
ハ
行
纂
可
法
Q
磐
越
敬
重
。
多
羅
閻
嘗
等

知
識
偏
淺

弄
蛙
之
見
再
足
言
天
。
何
知
奪
聖
。
前
多
羅
摩
倶
是
聴



　
　
　
　
　
晦
　
　
之
小
人
。
　
　
　
　
　
　
　
　
医

　
殺
下
。
無
一
泊
一
妄
説
以
致
顛
倒
是
非
。
壊
爾
…
等
㎜
事
今

　
爾
敷
主
。
差
使
臣
出
京
。
講
安
謝
恩
。
備
問
及
爾
等
。

　
行
澱
臣
事
。
爾
衆
入
公
同
野
郎
。
中
國
行
数
倶
逡
利
誘

賓
規
矩
。

皇
上
深
知
歴
有
年
所
。
況
爾
今
來
上
表
。
講

皇
上
安
。
謝

皇
上
置
養
西
人
之
重
恩
。
並
無
溺
事
。
汝
若
有
言
。
汝
當

　
皆
皆
。

皇
上
我
等
不
能
癒
甥
。
爾
等
不
可
各
鵠
巳
見
。
妄
自
懇

　
　
　
　
又
　
　
　
　
是
非
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
一

　
答
。
図
致
嚢
働
旛
幽
陸
話
者
宜
凛
迩
。
二
毛
特
牛
。
「
腿
厩
」
。

部
数
王
氏
約
一
道
。
康
煕
論
西
洋
入
一
道
。
現
陳
列
於
故
宮
博

物
院
文
献
部
之
樂
野
臥
。
爲
中
國
傳
敏
史
上
極
有
關
係
之
史
料
。

紅
藍
天
主
敏
入
中
國
。
鋤
於
祀
先
敬
孔
二
事
。
帥
有
雫
論
。
龍

華
民
等
以
爲
異
端
。
利
砺
酔
臥
以
爲
非
異
端
。
其
後
二
派
訟
於

羅
馬
教
廷
。
一
七
〇
四
年
教
王
格
勒
斜
影
十
一
訥
一
派
之
議
。

立
禁
約
七
條
。
壷
派
主
教
多
羅
。
使
中
國
串
明
此
冒
。
大
爲
康

　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
纂

熈
帝
所
不
娩
。
亦
以
不
准
憾
教
爲
抵
制
。
至
是
久
居
中
國
深
通

漢
塵
乏
西
洋
入
。
乃
請
教
廷
牧
圃
成
命
。
・
一
七
一
〇
年
復
下
部

議
結
果
。
秘
維
持
漂
案
。
一
七
一
五
年
亦
派
主
三
三
樂
。
使
中

州
重
三
此
王
子
約
。
博
識
以
康
熈
五
十
九
年
十
一
月
抵
京
。
此

禁
約
邸
嘉
樂
所
携
來
之
禁
約
課
本
。
此
論
西
洋
人
。
鄭
康
熈
未

見
嘉
樂
前
。
特
召
見
在
京
海
洋
入
。
告
琢
慮
封
嘉
樂
之
方
法
也
。

禁
約
末
有
株
批
。
論
西
洋
入
亦
経
殊
筆
捌
改
。
些
事
西
洋
歎
史

言
之
泰
詳
。
而
中
國
記
載
三
三
鋏
乏
。
得
此
可
見
三
時
中
西
思

想
之
不
湘
容
。
而
此
二
道
公
文
適
足
爲
三
方
代
表
亦
後
世
得
失

之
林
也
。
趣
ホ
約
中
敏
王
亜
勒
桑
多
第
七
〇
　
以
一
六
五
五
年
舶
即

位
。
　
一
群
諾
直
配
酎
第
十
二
。
　
…
以
一
六
・
九
一
偏
申
開
記
数
。
　
絡
…
…
勤
｛
門
第

十
一
。
以
一
七
〇
〇
年
若
位
。
康
撫
此
中
西
洋
人
多
供
職
内
廷
。

其
自
晋
費
隙
雷
孝
思
萎
大
成
湯
需
賢
漏
乗
正
等
。
則
曾
派
往
各

省
一
項
輿
岡
。
崇
敬
瀧
則
償
還
初
繭
於
阿
其
三
態
思
黒
之
難
。

戴
進
賢
則
出
品
初
與
修
躾
盗
儀
霊
菌
。
羅
懐
忠
以
醤
名
。
漏
乗

正
般
弘
緒
有
漢
文
著
蓮
多
種
。
唯
不
可
解
者
。
砥
潮
回
字
句
均

有
講
誤
。
一
似
不
甚
経
意
者
。
然
何
以
叉
保
存
至
今
也
。

　
中
華
民
國
十
囚
年
十
一
月
十
八
日
　
　
　
陳
　
　
垣
蹟

蔚
に
獲
見
さ
れ
六
カ
ト
リ
ソ
〃
教
の
宗
論
關
係
の
ご
史
料

第
三
魏
　
　
　
一
一
輔
　
（
四
五
一
）


